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意見要旨 

 

東京都市計画交通広場第 12 号大森駅西口広場の案を令和３年 10 月 13 日から同年 10 月

27 日までの２週間にわたり、都市計画法第 21 条第２項において準用する同法第 17 条第１

項に基づき縦覧に供したところ、縦覧者５名、４通（１名３団体）の意見書の提出があった。 

その意見の要旨と区の見解は、以下のとおりである。 

意見の要旨 大田区の見解 

【反対意見に関するもの】１通（１団体） 

（１）歴史的に、文化的に、社会的に貢献

してきた大森倶楽部は、大森駅に付随し

た現住所「地域の歴史や文化に触れる交

流空間」に存続すること。 

 

 

 

 

 

（２）大森倶楽部の公共的活動と社会貢

献を支える経済基盤の維持。即ち、大森

倶楽部移動は崩壊につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）区は、当団体の一般社団法人としてのこれ

までの公共的な取組や地域への功績について、十

分に認識している。 

関係地権者組織である「大森八景坂地区まちづ

くり協議会」において、提案された「まちづくり

計画案」を踏まえ、今後の都市計画事業認可取得

に向け、引き続き、まちづくり協議会や地域の皆

様のご意見等を伺いながら、大森駅西口広場整備

についての検討を進めていく。 

（２）大森駅西口周辺における都市基盤施設の整

備は、「交通の円滑化・駅前空間の交通機能結節

点の強化・防災性の向上」などをテーマとして、

地域の懸案課題を解決するため、東京都の補助

28 号線整備事業と連携し、区の西口広場整備事

業と一体的に整備していく方針である。 

また、大森駅西口広場の「都市計画交通広場」

としての範囲についても、都市計画変更新線とし

て、「歩行車空間の創出・災害時の一時滞留スペ

ースの確保・にぎわい空間の創出」など、地域の

懸案課題の解決に向けて、オープンスペースの創

出に取り組んでいく。 

区としては、「大森駅西口広場周辺のまちづく

り」という大局的な視点で、都市の「機能更新」

を図り、安心・安全で快適な区民生活に資するま

ちづくりを着実に取り組んでいく。 
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意見の要旨 大田区の見解 

【その他の意見】３通（１名２団体） 

（１）歩道について 

・東側の商業利用可能な私有地を残して

もらいたい。そうでなければ、歩道の幅

員を全て西側にまとめてもらいたい。 

・片側商店街、道路の広い商店街は、衰退

すると言われています。元の計画では、

池上通りの東側（JRの線路に接する側）

にも私有地が残りましたが、新しい計画

ではなくなります。（逆に JR の西口は、

取られるはずが、残ることになったこと

を考えると、まだ、工夫の余地があるよ

うに思います。） 

・東側に商業施設がなくなると言う事

は、何もない所を人が素通りするだけで、

商店街として営業機会を失うことになり

ます。 

・JR大森駅西口（以下、西口）から、南

進した場所にあるガード（架道矯）まで

の通行を考えると、西口に出てガードを

くぐるのは、そもそも東口を利用する。

駅に行くのに線路の東側からガードくぐ

って西口に行く事はない。（少なくとも、

このエリアは、絶対に線路（東）側に歩道

は必要ない。） 

・ガードからさらに南側も線路側に私有

地はなく、また、計画ではその先も更に

減っていく。暗闇坂の信号の先の信号の

ある横断歩道あたりでは、池上通りは西

に傾き、東側歩道を南から北進して横断

歩道を渡って西側歩道を進行しても、距

離的に大きな違いがない。西口から北側

も、交通広場（大森駅西口広場）にする計

画であるが、歩道は、この広場内に設置

して、広場の外側に計画している歩道も、

西側にまとめるべきである。 

 

（１）歩道についての意見は、都市計画交通広場

に対する意見項目でなく、都市計画道路補助 28

号線の意見項目となる。 

 

 

 

 

  



3 

 

意見の要旨 大田区の見解 

・西側にまとめて、歩道の幅員が２倍程

度になることは、計画の自由度が高くな

り、地権者、利用者とも意味がある。 

（２）商業集積について 

・歩道上や西口北側の交通広場に営業ス

ペースを確保すべきである。大森駅の東

側は、平坦地で商業地域の拡大、充実を

はかりやすい。西側は、傾斜地が多く面

積を拡大していくことが難しい。商業地

をなくして、住宅地だけにする事は、山

王の価値を上げることとは思えない。 

・歩道の幅員が２倍になれば、車道側に

近い場所に、小さいプレハブのような営

業スペースを設置できるはずで、このよ

うな形で、商業集積を確保すべきである。 

また、交通広場にも十分な営業スペース

を設け、商業集積を確保すべきである。 

・後背地の土地利用の規制の変更 

商業地に隣接するエリアが、第二住専に

なるのは、全く珍しい。町の発展のため

に池上通りに面する地権者は、所有面積

を減らし、有効活用ができない場所さえ

出てきてしまう。それに拍車をかけるの

が北側斜線である。 

・池上通りの地権者だけの負担だけでな

く、その後背地も*第二住専から、住宅地

に変更すべきである。北側斜線が緩和さ

れれば、上層に積み増しでき、商業集積

を確保することが出来る。また、そのよ

うに商店街が形成されることで、山王の

土地の価値が維持されることで、住民に

とっても利益のあることである。衰退し

た商店街では、その土地の価値も低落し

てしまう。そもそもが、商業地に*第二住

専が隣接していること事態が、異常なこ

とで、今回、是正すべきである。 

 

 

 

（２） 

・区は、大森駅西口整備事業の計画にあたり、

関係地権者組織である「大森八景坂地区まちづく

り協議会」において地域の皆様とともに広場整備

の計画について検討を進めてきた。引き続き、ま

ちづくり協議会や、地域の皆様のご意見等を伺い

ながら、大森駅西口周辺整備について検討を進め

ていく。 

・歩道についての意見は、都市計画交通広場に対

する意見項目でなく、都市計画道路補助 28 号線

の意見項目となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の都市計画変更事業区間の用途地域は、概

ね「商業地域」で、後背地については「近隣商業

地域」となっている。 

 

 

 *第二住専：旧第二種住居専用地域 
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意見の要旨 大田区の見解 

（３）特徴あるまちづくり 

・歩道上や西口北側の交通広場に営業ス

ペースを確保すると共に、山王のエリア

にふさわしい、特徴あるまちづくりとし

て、クリエイティブスペース、展示スペ

ース、郷土史スペースと言ったものを確

保すべきである。 

・大森貝塚や馬込文士村、かつて名士の

別荘があったり、その後、大使館があっ

たり、ドイツ学園があった経緯を踏まえ

たまちづくりをしてもらいたい。 

・道路拡幅だけして、日本のどこにでも

ある風景に貶めるのではなく、アーケー

ド、街路灯、ベンチなどと言ったものも

踏まえて、ここにしかない、山王らしい、

まちづくりをしてもらいたい。 

 （４）商店会で池上通りの歩道上に設置

した施設につき、新しい環境にマッチす

るよう、相談し復旧して頂きたい。ある

いは、費用の多くを負担してもらいたい。 

・設置した施設は、街路灯やアーケード

であるが、拡幅後はどうなるのか？説明

を受けたい。 

・商業地区であるので、より発展するよ

うな新たな施設設置と費用負担を希望し

たい。 

（５）今後、第 12号大森駅西口広場の設

計の詳細を詰めていく際には、下記の諸

点にご配慮いただくとともに、大森駅を

利用する地域住民等の意見を聞く機会を

取り入れていただくことを期待します。 

・広場利用者や大森駅利用者等の自転車

駐輪場等により、歩行が妨げられること

のないよう、十分な自転車の台数がとめ

られる自転車駐輪場施設を確保すること

をお願いいたします。 

（３）大森駅西口広場整備事業の計画にあたり、

区は、関係地権者組織である「大森八景坂地区ま

ちづくり協議会」において、地域の皆様とともに

広場整備の計画について検討を進めてきた。 

「大森八景坂地区まちづくり協議会」により提

案された、「まちづくり計画案」を踏まえ、今後

の都市計画事業認可取得に向け、引き続き、まち

づくり協議会や、地域の皆様のご意見等を伺いな

がら、大森駅西口周辺整備について検討を進めて

いく。 

 

 

 

 

 

 

（４）歩道上に設置した施設の復旧については、

都市計画交通広場に対する意見項目でなく、都市

計画道路補助 28号線の意見項目となる。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）大森駅西口広場整備事業の計画にあたり、

区は、関係地権者組織である「大森八景坂地区ま

ちづくり協議会」において、地域の皆様とともに

広場整備の計画について検討を進めてきた。 

駅前空間の交通機能結節点の強化・防災性の向

上など、地域の懸案課題の解決に向け、まちづく

り協議会や、地域の皆様のご意見等を伺いなが

ら、大森駅西口広場整備について検討を進めてい

く。 
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意見の要旨 大田区の見解 

・上記自転車駐輪場施設の整備をするに

あたっては、地下空間を活用し、自転車

の搬出入の効率性を考慮して地上部から

搬出入できる機械式自転車駐輪場とする

ようお願いいたします。また、自転車の

搬出入の地上部分の設備は周囲の景観に

配慮しつつ人目を引くデザイン（例えば、

地上部分の設備を外部から内部の動きが

わかるよう透過性のある素材を用いたデ

ザインとするなど）となるようお願いい

たします。 

・地下部分に、山王地域（特に山王 2 丁

目）に不足している防火水槽（200t～300t

程度）を設置し、火事や災害時の防災力

の強化を図ることをお願いいたします。 

・デザインにあたっては、当該広場に接

する池上通りに昭和 30 年代頃までに敷

設されていた石畳舗装や大森貝塚などを

モチーフにしたデザインにするなど、山

王地域の歴史文化が感じられるデザイン

となるようお願いいたします。 

・大森駅西側の山王地域（山王 1 丁目～

山王 4 丁目）への来街者等に向けて、地

域の賑わいにつながる山王のまちの情報

を発信できるよう、デジタルサイネージ

や案内板などを整備するようお願いいた

します。 

・大地震が発生した場合などの災害時に

交通機関の停止により駅周辺は多くの滞

留者が発生することから、災害時等にも

機能し得るトイレ設備をはじめとするサ

ービス機能の充実を図るようお願いいた

します。 

 

 


